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女性役員が存在しない団体の割合は 2010 年度 44.3％、2012 年度 31.0％、2014 年度

19.1％、2016 年度 17.7％、2018 年度 11.1％、2020 年度 11.5％と減少傾向にあり、今回

の調査では調査開始以降で最も低い割合となった。女性役員が 2 人以下の団体について

も前回調査（57.1％）より減少している結果から、女性の役員登用が大幅に進んでいる実

態を示している。他方、「スポーツ団体ガバナンスコード－中央競技団体向け－」の原則

に掲げる女性理事の目標割合（40％）の観点では、11 団体が目標割合に到達しているも

のの、回答を得た団体における女性理事の割合は平均で 24.0％であった。  
評議員の数は、77 団体のうち評議員を置く 43 団体（公益財団法人および一般財団法

人）において、1 団体あたりの平均は 33.5 人であり、最小は 4 人、最大は 79 人であっ

た。性別にみると、男性が 87.7％、女性が 12.3％であり、女性評議員の割合は役員と同

様に低かった。  
役員・評議員を除いた職員等の数は 77 団体で 1,190 人であり、1 団体あたりの平均は

15.5 人である。前述の役員と同様に、回答団体が異なるため単純な比較は難しいが、2020
年度調査の職員等 1,117 人から微増した。人数の分布は 0 人から 272 人までその規模は

さまざまである。職員等が存在しない団体（6 団体）では、役員が職員の役割を兼務して

いるものと推察される。性別にみると、男性が 638 人（53.6％）、女性が 552 人（46.4％）

であり、役員・評議員と比較すると女性の割合が高かった。  
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